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平成 28 年４⽉以降の雇用保険法改正案(IRSME15041） 
平成 28 年２月 25 日 ⼭本貢郎 

 

平成 28 年 1 月 29 日、厚⽣労働省から雇⽤保険法改正案が国会に提出された。現下の雇⽤情

勢等を踏まえ、失業等給付に係る保険料率を引き下げるとともに、労働者の離職の防⽌や再就職

の促進を図るため、育児休業・介護休業の制度の⾒直しや雇⽤保険の就職促進給付の拡⼤等が⾏

われる予定だ。今回のレポートでは提出された改正案をまとめた。 

 

 
出典︓厚⽣労働省 HP 第 190 回国会（常会）提出法律案 

 失業等給付に係る保険料率の⾒直し（平成 28 年 4 月 1 日予定） 
完全失業率が低下し失業給付受給者が減少していることから、今回の改正案では、失業給付

に充てられる従業員と事業主合計の 1.0％負担を 0.8％に引き下げる予定だ。今回の改正内容

をもとにその影響を簡易に計算すると、月給 30 万円の社員が 10 名の企業であれば月 3,000

円、年間で 36,000 円の事業主負担減になる。 

 



平成 28 年 2 月 25 日  

（IRSME15026）平成 28 年 4 月以降の雇⽤保険法改正案 
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 ⾼年齢者の就労環境の整備（平成 29 年 1 月 1 日予定） 

65 歳以降に新たに雇⽤された者は従来雇⽤保険の被保険者になれなかったが、今回の改

正により 65 歳以降新たに雇⽤される高齢者も雇⽤保険の被保険者になることになる。ただ

し保険料の徴収は平成 31 年度分までは免除される予定だ。これは度々話題に上がる年⾦の

⽀給開始年齢の引き上げの準備だと邪推してしまうのは私だけではないだろう。 

 

 その他の改正概要 
その他育児や介護による離職防⽌のために下記改正が⾏われる予定だ。 

1. 育児休業の申出が出来る対象者の要件の緩和（特別養子縁組の監護期間にある子等）（平

成 29 年 1 月 1 日） 

2. 介護対象者の所定外労働の免除制度の創出（平成 29 年１月 1 日） 

3. 介護休業の分割取得（3 回まで、計 93 日）（平成 29 年 1 月 1 日） 

4. 介護休暇の半日単位取得（平成 29 年 1 月 1 日） 

5. 介護休業給付の給付率の引き上げ（賃⾦の 40％⇒67％）（平成 28 年 8 月 1 日） 

6. 再就職⼿当の給付率の引き上げ（1/3 以上の残日数 50％⇒60％、2/3 以上の残日数 60％

⇒70％）（平成 29 年 1 月 1 日） 

7. 求職活動に伴う費⽤の給付（例︓就職⾯接のための子の一時預かり費⽤）（平成 29 年 1 月 1

日） 

 

これらの法改正が正式に決定すると、企業としては育児や介護に関する休業や休暇を定めた就

業規則や諸規程の⾒直しが必要になってくる。労働基準法等の一部を改正する法律案要綱の答

申を踏まえた法律案の作成もひかえており、中小企業もますます労働環境の⾒直しを迫られる

だろう。（了） 


